
  

 

受験料 
高校・大学等に入学された場合、免除申請

手続きをおこなうことで 

◆塾代: 20万円  ◆受験料: 中学3年生 ￥27,400 

                      高校3年生 ￥80,000 

◆総収入（給与収入と年金収入/年間）          

世帯人数 2人 3人 4人 5人 

一般世帯  4,410,000 5,049,000 5,737,000 

ひとり親世帯 4,057,000 4,966,000 5,772,000 6,396,000 

※賃貸物件に居住の場合は、年額84万円（月額上限7万円）を限度に、家賃を総収入額から控除できる場合があります。 
 

◆合計所得金額（事業所得等がある場合/年間） 

世帯人数 2人 3人 4人 5人 

一般世帯  3,087,000 3,599,000 4,149,000 

ひとり親世帯 2,805,000 3,532,000 4,175,000 4,674,000 

    
 

 

2022年度 

度 

１.中学3年生・高校3年生、またはこれに準ずる20歳未満の受験生の

いる世帯 

２.世帯（父母等養育者）の総収入、または合計所得金額が基準以

下であること。下記の表をご参照ください。 

３.世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること。 

塾代 

貸付限度額 

貸付要件 

●まずは、お電話でご相談ください。 

●申請書類の提出期限：2023年1月31日(火) 

申請書類の準備に1ヶ月程度かかる場合があります 

ので、早めにご相談ください。 

 

社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 

受験生チャレンジ支援貸付事業 担当 

TEL ０３(３４８８)０２９４ 

申込み・問合せ

先 

★返済が免除★ 

◆世帯人数の数え方は、就労中の子どもは含めない等、一定の決まりがあります。

他にもいくつか要件がありますので、詳しくは、下記までお問合せください。 

 

（平日 9:00～17:00） 


